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 豊橋市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和６年３月  日 

 

                    豊橋市教育委員会 

 

豊橋市教育委員会規則第 号 

   豊橋市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

 

 豊橋市教育委員会事務局処務規則（平成11年豊橋市教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表のように改める。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第２条 委員会の事務局に次の部及び課

等を設け、課等に次の教育機関等を属さ

せる。 

第２条 委員会の事務局に次の部及び課

等を設け、課等に次の教育機関等を属さ

せる。 

部 課等 教育機関等 

教

育

部 

（略） 

生涯

学習

課 

生涯学習センター、青少年セ

ンター、少年自然の家、野外

教育センター、神田ふれあい

センター、少年愛護センター 

（略） 
 

部 課等 教育機関等 

教

育

部 

（略） 

生涯

学習

課 

地区市民館、青少年センタ

ー、少年自然の家、野外教育

センター、神田ふれあいセン

ター、少年愛護センター 

（略） 
 

（事務分掌） （事務分掌） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 生涯学習課の事務分掌は、次のとおり

とする。 

４ 生涯学習課の事務分掌は、次のとおり

とする。 

(１) （略） (１) （略） 



(２) 生涯学習センターの管理運営及

び活動に関すること。 

(２) 地区市民館の管理運営及び活動

に関すること。 

(３)～(16) （略） (３)～(16) （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


